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○青森県立高等学校授業料等徴収条例 

昭和四十年三月三十一日 

青森県条例第七号 

〔 青森県立高等学校授業料、 受講料及び入学料徴収条例〕 をこ こ に公布する 。  

青森県立高等学校授業料等徴収条例 

（ 昭四一条例八七・ 平二四条例四六・ 改称）  

（ 趣旨）  

第一条 こ の条例は、 県立高等学校の授業料、 受講料、 聴講料、 入学料及び入学者選抜手数

料（ 以下「 授業料等」 と いう 。 ） の徴収に関し 、 必要な事項を定める も のと する 。  

（ 昭四一条例八七・ 平二四条例四六・ 一部改正）  

（ 授業料等の徴収）  

第二条 県は、別表第一に定める と こ ろによ り 、県立高等学校の生徒から 授業料又は受講料

及び入学料を、県立高等学校の入学志願者から 入学者選抜手数料を徴収する 。 ただし 、入

学料については、 県立高等学校相互間の転学の場合には、 徴収し ない。  

２  県は、別表第二に定める と こ ろによ り 、県立高等学校の科目履修生から 聴講料を徴収す

る 。  

（ 昭四一条例八七・ 全改、 平二二条例二一・ 平二四条例四六・ 平二六条例五五・ 一

部改正）  

（ 授業料の納付）  

第三条 生徒は、 各学年（ 学校教育法施行規則（ 昭和二十二年文部省令第十一号） 第百四条

において準用する 同令第五十九条に規定する 学年をいう 。以下同じ 。 ） に係る 授業料を毎

年四月一日から 四月三十日（ 学年の中途で入学し た場合にあつては、入学の許可の日から

三十日） までの間で校長が定める 日に納付し なければなら ない。  

２  前項の規定にかかわら ず、各学年に係る 授業料を、月に分割し て、毎月校長が定める 日

（ 当該日までに高等学校等就学支援金の支給に関する 法律（ 平成二十二年法律第十八号。

以下「 法」 と いう 。 ） 第四条の認定の申請又は法第十七条の届出をし た生徒に係る 当該認

定の申請又は届出をし た日の属する 月から 校長が定める 月までに係る 授業料にあつては、

同月の末日から 三十日ま での間で校長が定める 日） ま でに納付する こ と ができ る 。こ の場

合において、 二箇月以上に係る 授業料を一括し て納付する こ と ができ る 。  

（ 平二〇条例三九・ 平二六条例五五・ 一部改正）  

（ 学年中途の入学及び退学の場合における 授業料の額）  



2/9 

第四条 学年の中途で入学し 、又は退学し た生徒に係る 授業料の額は、別表第一に定める 額

にかかわら ず、同表の授業料の年額の十二分の一に相当する 額に、次に掲げる 月数を乗じ

て得た額と する 。  

一 学年の中途で入学し た生徒にあつては、入学し た日の属する 月（ 県立高等学校から 転

学し た生徒にあつては、 その翌月） から 当該学年の終わり の月ま での月数 

二 学年の中途で退学し た生徒にあつては、当該学年の初日の属する 月（ 当該学年の中途

で入学し た生徒にあつては、入学し た日の属する 月（ 県立高等学校から 転学し た生徒に

あつては、 その翌月） ） から 退学し た日の属する 月ま での月数 

（ 平二四条例四六・ 一部改正）  

（ 学年中途の転籍の場合における 授業料）  

第五条 学年の中途で全日制の課程又は定時制の課程から 定時制の課程又は全日制の課程

に転籍し た生徒に係る 授業料の額及び納付については、転籍し た日の前日において全日制

の課程又は定時制の課程を退学し 、転籍し た日に定時制の課程又は全日制の課程に入学し

たも のと みなし て、 前二条の規定を適用する 。  

（ 受講料等の納付方法）  

第六条 受講料及び入学料は、受講料にあつては受講前（ 受講前に法第四条の認定の申請を

し た生徒又は法第六条第一項の規定によ る 就学支援金の支給を受ける 生徒にあつては、校

長が定める 日ま で） に、入学料にあつては入学の許可の日から 七日ま でに納付し なければ

なら ない。こ の場合において、受講料（ 同項の規定によ る 就学支援金の支給を受ける 生徒

に係る も のを除く 。 ） 及び入学料は、 青森県収入証紙をも つて納付し なければなら ない。 

２  入学者選抜手数料は、入学を願い出る 際に、青森県収入証紙をも つて納付し なければな

ら ない。  

３  聴講料は、 聴講前に、 青森県収入証紙をも つて納付し なければなら ない。  

（ 昭四一条例八七・ 平二四条例四六・ 平二六条例五五・ 一部改正）  

（ 授業料等の免除）  

第七条 知事は、特別の理由がある と 認めたと き は、授業料等の全部又は一部を免除する こ

と ができ る 。  

（ 施行事項）  

第八条 こ の条例の施行について必要な事項は、 知事が定める 。  

附 則 

１  こ の条例は、 昭和四十年四月一日から 施行する 。  
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２  青森県立高等学校入学料及び授業料徴収条例（ 昭和二十五年三月青森県条例第二十五

号） 及び青森県立高等学校通信教育生入学料及び受講料徴収条例（ 昭和二十三年七月青森

県条例第五十一号） は、 廃止する 。  

附 則（ 昭和四一年条例第二六号）  

こ の条例は、 昭和四十一年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四一年条例第八七号）  

１  こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

２  学力検査受検手数料条例（ 昭和二十八年十二月青森県条例第六十三号） は、 廃止する 。 

附 則（ 昭和五一年条例第三五号）  

１  こ の条例は、 昭和五十一年四月一日から 施行する 。  

２  昭和五十一年度分及び昭和五十二年度分の授業料及び受講料の額は、改正後の青森県立

高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例別表の規定にかかわら ず、

次の表に定める と おり と する 。  

区分 昭和五十一年度分 昭和五十二年度分 

授業料 受講料 授業料 受講料 

全日制の課

程 

年額 二万六千四百円   年額 三万二千四百円   

定時制の課

程 

年額 六千円   年額 八千四百円   

通信制の課

程 

  一単位につき  

八十円 

  一単位につき  

百円 

専攻科 年額 二万六千四百円   年額 三万二千四百円   

附 則（ 昭和五四年条例第一〇号）  

１  こ の条例は、 昭和五十四年四月一日から 施行する 。  

２  昭和五十四年度分の授業料及び受講料並びに昭和五十四年度において徴収すべき 入学

者選抜手数料の額は、 改正後の青森県立高等学校授業料、 受講料、入学料及び入学者選抜

手数料徴収条例別表の規定にかかわら ず、 次の表に定める と おり と する 。  

区分 授業料 受講料 入学者選抜手数料 

全日制の課程 年額 四万八千円   六百五十円

定時制の課程 年額 一万三千二百円   百円

通信制の課程   一単位につき  百五   
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十円 

専攻科 年額 四万八千円   千円

附 則（ 昭和五六年条例第一三号）  

１  こ の条例は、 昭和五十六年四月一日から 施行する 。  

２  昭和五十六年度において徴収すべき 入学料の額は、 改正後の青森県立高等学校授業料、

受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条例別表の規定にかかわら ず、全日制の課程及

び専攻科にあつては千六百円、定時制の課程にあつては六百五十円、通信制の課程にあつ

ては百五十円と する 。  

附 則（ 昭和五八年条例第一九号）  

１  こ の条例は、 昭和五十八年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日（ 以下「 施行日」 と いう 。） の前日において県立高等学校に在学し 、

かつ、施行日以後引き 続き 県立高等学校に在学する 生徒の当該引き 続く 在学に係る 授業料

又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、 入学料及び入学者選抜手

数料徴収条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 別表の規定にかかわら ず、 なお従前の例

によ る 。  

３  施行日以後において県立高等学校以外の学校から 県立高等学校に転学をし 、又は県立高

等学校に編入学若し く は再入学をし た生徒に係る 授業料又は受講料の額は、改正後の条例

別表の規定にかかわら ず、当該生徒の属する 年次に在学する 生徒に係る 授業料又は受講料

の額と 同額と する 。  

附 則（ 昭和六〇年条例第二九号）  

こ の条例は、 昭和六十年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和六一年条例第二八号）  

１  こ の条例は、 昭和六十一年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日（ 以下「 施行日」 と いう 。） の前日において県立高等学校に在学し 、

かつ、施行日以後引き 続き 県立高等学校に在学する 生徒の当該引き 続く 在学に係る 授業料

又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、 入学料及び入学者選抜手

数料徴収条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 別表の規定にかかわら ず、 なお従前の例

によ る 。  

３  施行日以後において県立高等学校以外の学校から 県立高等学校に転学をし 、又は県立高

等学校に編入学若し く は再入学をし た生徒に係る 授業料又は受講料の額は、改正後の条例

別表の規定にかかわら ず、当該生徒の属する 年次に在学する 生徒に係る 授業料又は受講料
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の額と 同額と する 。  

附 則（ 昭和六二年条例第二〇号）  

こ の条例は、 昭和六十二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成元年条例第四一号）  

（ 施行期日）  

１  こ の条例は、 平成元年四月一日から 施行する 。  

（ 経過措置）  

２  こ の条例の施行の日（ 以下「 施行日」 と いう 。） の前日において県立高等学校に在学し 、

かつ、施行日以後引き 続き 県立高等学校に在学する 生徒の当該引き 続く 在学に係る 授業料

の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条

例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 別表の規定にかかわら ず、 なお従前の例によ る 。  

３  施行日以後において県立高等学校以外の学校から 県立高等学校に転学をし 、又は県立高

等学校に編入学若し く は再入学をし た生徒に係る 授業料の額は、改正後の条例別表の規定

にかかわら ず、 当該生徒の属する 年次に在学する 生徒に係る 授業料の額と 同額と する 。  

４  平成元年度において全日制の課程及び専攻科の生徒から 徴収すべき 入学料の額は、改正

後の条例別表の規定にかかわら ず、 四千円と する 。  

附 則（ 平成三年条例第一四号）  

こ の条例は、 平成三年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成三年条例第二九号）  

こ の条例は、 平成三年十月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成四年条例第三六号）  

１  こ の条例は、 平成四年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日（ 以下「 施行日」 と いう 。） の前日において県立高等学校に在学し 、

かつ、施行日以後引き 続き 県立高等学校に在学する 生徒の当該引き 続く 在学に係る 授業料

の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、入学料及び入学者選抜手数料徴収条

例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 別表の規定にかかわら ず、 なお従前の例によ る 。  

３  施行日以後において県立高等学校以外の学校から 県立高等学校に転学をし 、又は県立高

等学校に編入学若し く は再入学をし た生徒に係る 授業料の額は、改正後の条例別表の規定

にかかわら ず、 当該生徒の属する 年次に在学する 生徒に係る 授業料の額と 同額と する 。  

附 則（ 平成五年条例第二一号）  

こ の条例は、 平成五年四月一日から 施行する 。  
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附 則（ 平成九年条例第三五号）  

１  こ の条例は、 平成九年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日（ 以下「 施行日」 と いう 。） の前日において県立高等学校に在学し 、

かつ、施行日以後引き 続き 県立高等学校に在学する 生徒の当該引き 続く 在学に係る 授業料

又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、 入学料及び入学者選抜手

数料徴収条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 別表の規定にかかわら ず、 なお従前の例

によ る 。  

３  施行日以後において県立高等学校以外の学校から 県立高等学校に転学をし 、又は県立高

等学校に編入学若し く は再入学をし た生徒に係る 授業料又は受講料の額は、改正後の条例

別表の規定にかかわら ず、当該生徒の属する 年次に在学する 生徒（ 学年によ る 教育課程の

区分を設けない全日制又は定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と いう 。 ） に転学を

し た者にあってはその者が転学をし た日前に在学し た県立高等学校以外の学校に入学し

た日の属する 年度と 単位制によ る 課程に入学し た日の属する 年度が同一であった生徒、単

位制によ る 課程に編入学又は再入学をし た者にあってはその者が編入学又は再入学をし

た日において全日制又は定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） に編入学又は再入学

をし たと し た場合に属する こ と と なる 年次に在学する 生徒）に係る 授業料又は受講料の額

と 同額と する 。  

附 則（ 平成一二年条例第一三四号）  

１  こ の条例は、 平成十二年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日（ 以下「 施行日」 と いう 。） の前日において県立高等学校に在学し 、

かつ、施行日以後引き 続き 県立高等学校に在学する 生徒の当該引き 続く 在学に係る 授業料

又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、 入学料及び入学者選抜手

数料徴収条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 別表の規定にかかわら ず、 なお従前の例

によ る 。  

３  施行日以後において県立高等学校以外の学校から 県立高等学校に転学をし 、又は県立高

等学校に編入学若し く は再入学をし た生徒に係る 授業料又は受講料の額は、改正後の条例

別表の規定にかかわら ず、当該生徒の属する 年次に在学する 生徒（ 学年によ る 教育課程の

区分を設けない全日制又は定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と いう 。 ） に転学を

し た者にあってはその者が転学をし た日前に在学し た県立高等学校以外の学校に入学し

た日の属する 年度と 単位制によ る 課程に入学し た日の属する 年度が同一であった生徒、単

位制によ る 課程に編入学又は再入学をし た者にあってはその者が編入学又は再入学をし
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た日において全日制又は定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） に編入学又は再入学

をし たと し た場合に属する こ と と なる 年次に在学する 生徒）に係る 授業料又は受講料の額

と 同額と する 。  

附 則（ 平成一三年条例第四〇号）  

こ の条例は、 平成十三年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一五年条例第四〇号）  

こ の条例は、 平成十五年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一六年条例第三一号）  

１  こ の条例は、 平成十六年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日（ 以下「 施行日」 と いう 。） の前日において県立高等学校に在学し 、

かつ、施行日以後引き 続き 県立高等学校に在学する 生徒の当該引き 続く 在学に係る 授業料

又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、 入学料及び入学者選抜手

数料徴収条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 別表の規定にかかわら ず、 なお従前の例

によ る 。  

３  施行日以後において県立高等学校以外の学校から 県立高等学校に転学をし 、又は県立高

等学校に編入学若し く は再入学をし た生徒に係る 授業料又は受講料の額は、改正後の条例

別表の規定にかかわら ず、当該生徒の属する 年次に在学する 生徒（ 学年によ る 教育課程の

区分を設けない全日制又は定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と いう 。 ） に転学を

し た者にあってはその者が転学をし た日前に在学し た県立高等学校以外の学校に入学し

た日の属する 年度と 単位制によ る 課程に入学し た日の属する 年度が同一であった生徒、単

位制によ る 課程に編入学又は再入学をし た者にあってはその者が編入学又は再入学をし

た日において全日制又は定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） に編入学又は再入学

をし たと し た場合に属する こ と と なる 年次に在学する 生徒）に係る 授業料又は受講料の額

と 同額と する 。  

附 則（ 平成一九年条例第三九号）  

１  こ の条例は、 平成十九年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日（ 以下「 施行日」 と いう 。） の前日において県立高等学校に在学し 、

かつ、施行日以後引き 続き 県立高等学校に在学する 生徒の当該引き 続く 在学に係る 授業料

又は受講料の額は、改正後の青森県立高等学校授業料、受講料、 入学料及び入学者選抜手

数料徴収条例（ 以下「 改正後の条例」 と いう 。 ） 別表の規定にかかわら ず、 なお従前の例

によ る 。  
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３  施行日以後において県立高等学校以外の学校から 県立高等学校に転学をし 、又は県立高

等学校に編入学若し く は再入学をし た生徒に係る 授業料又は受講料の額は、改正後の条例

別表の規定にかかわら ず、当該生徒の属する 年次に在学する 生徒（ 学年によ る 教育課程の

区分を設けない全日制又は定時制の課程（ 以下「 単位制によ る 課程」 と いう 。 ） に転学を

し た者にあってはその者が転学をし た日前に在学し た県立高等学校以外の学校に入学し

た日の属する 年度と 単位制によ る 課程に入学し た日の属する 年度が同一であった生徒、単

位制によ る 課程に編入学又は再入学をし た者にあってはその者が編入学又は再入学をし

た日において全日制又は定時制の課程（ 単位制によ る 課程を除く 。 ） に編入学又は再入学

をし たと し た場合に属する こ と と なる 年次に在学する 生徒）に係る 授業料又は受講料の額

と 同額と する 。  

附 則（ 平成二〇年条例第三九号）  

こ の条例は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成二二年条例第二一号）  

こ の条例は、 平成二十二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二四年条例第四六号）  

こ の条例は、 平成二十四年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二六年条例第五五号）  

１  こ の条例は、 平成二十六年四月一日から 施行する 。  

２  こ の条例の施行の日の前日において高等学校等（ 公立高等学校に係る 授業料の不徴収及

び高等学校等就学支援金の支給に関する 法律の一部を改正する 法律（ 平成二十五年法律第

九十号）によ る 改正前の公立高等学校に係る 授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の

支給に関する 法律（ 平成二十二年法律第十八号） 第二条第一項に規定する 高等学校等をい

う 。 ） に在学し 、 かつ、 こ の条例の施行の日以後引き 続き 県立高等学校に在学する 生徒の

当該引き 続く 在学に係る 授業料（ 専攻科に係る も のを除く 。 ） 及び受講料の徴収について

は、改正後の青森県立高等学校授業料等徴収条例第二条第一項の規定にかかわら ず、なお

従前の例によ る 。  

別表第一（ 第二条関係）  

（ 平一二条例一三四・ 全改、 平一三条例四〇・ 平一五条例四〇・ 平一六条例三一・

平一九条例三九・ 一部改正、 平二四条例四六・ 旧別表・ 一部改正）  

区分 授業料 受講料 入学料 入学者選抜手

数料 
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全日制の課程 年額 十一万八千八百

円 

  五千六百五十

円

二千二百円

定時制の課程 年額 三万二千四百円   二千百円 九百五十円

通信制の課程   一単位につき  三百

十円 

五百円

専攻科 年額 十一万八千八百

円 

  五千六百五十

円

三千二百円

別表第二（ 第二条関係）  

（ 平二四条例四六・ 追加）  

区分 聴講料（ 一科目につき ）  

一科目当たり

の単位数が一

単位の場合 

一科目当たり

の単位数が二

単位の場合 

一科目当たり

の単位数が三

単位の場合 

一科目当たり

の単位数が四

単位の場合 

一科目当たり

の単位数が五

単位の場合 

定時制の課程

の科目 

千七百五十円 三千五百円 五千二百五十

円

七千円 八千七百五十

円

通信制の課程

の科目 

三百十円 六百二十円 九百三十円 千二百四十円 千五百五十円
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○青森県立高等学校授業料、 受講料及び入学料の免除に関する 規則 

昭和三十六年三月三十一日 

青森県教育委員会規則第五号 

〔 青森県立高等学校授業料及び入学料の免除に関する 規則〕 をこ こ に公布する 。  

青森県立高等学校授業料、 受講料及び入学料の免除に関する 規則 

（ 昭四〇教委規則五・ 改称）  

（ 趣旨）  

第一条 こ の規則は、青森県知事の権限に属する 事務の一部を委員会等に委任し 、及び補助

執行さ せる 規則（ 昭和三十九年八月青森県規則第七十三号） 第二条の規定に基づき 、青森

県立高等学校（ 以下「 高等学校」 と いう 。 ） の授業料、 受講料及び入学料（ 以下「 授業料

等」 と いう 。 ） の免除について定める も のと する 。  

（ 昭四〇教委規則五・ 全改）  

（ 授業料、 受講料の免除）  

第二条 高等学校の生徒又はその保護者（ 青森県立学校学則（ 昭和三十九年四月青森県教育

委員会規則第五号） 第十六条第一項に規定する 保護者をいう 。 ） が、 次の各号の一に該当

する 場合においては、校長は、その生徒の授業料又は受講料の全部又は一部を免除する こ

と ができ る 。 ただし 、 教育長が定める 場合にあつては、 校長は、 あら かじ め教育長の承認

を得なければなら ない。  

一 生計困難のため、 修学継続が著し く 困難と 認めら れる 場合 

二 火災、水害等不慮の災害を受け、授業料又は受講料の納付が著し く 困難と 認めら れる

場合 

三 前各号に掲げる 場合のほか、校長が特に授業料又は受講料の免除を必要と 認めた場合 

（ 昭四〇教委規則五・ 全改、 昭五一教委規則五・ 一部改正）  

（ 授業料、 受講料の免除額）  

第三条 前条の規定によ つて免除する こ と ができ る 授業料又は受講料の額は、 授業料月額

（ 青森県立高等学校授業料等徴収条例（ 昭和四十年三月青森県条例第七号） の別表第一に

掲げる 授業料の年額の十二分の一に相当する 額をいう 。 以下同じ 。 ） に、 授業料免除期間

（ 授業料を免除すべき 事由の発生し た日の属する 月から 、その理由の消滅し た日の属する

月ま での月数をいう 。 以下同じ 。 ） を乗じ て得た額又は当該年度に納付すべき 受講料の額

を限度と し て教育長が定める 。  

（ 昭四〇教委規則五・ 全改、 昭四二教委規則五・ 昭五一教委規則五・ 平二四教委規
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則四・ 一部改正）  

（ 休学又は留学を許可さ れた生徒の授業料の免除）  

第四条 校長は、 休学又は留学を許可さ れた生徒の授業料を免除する こ と ができ る 。  

２  前項の規定によ り 免除する こ と ができ る 授業料の額は、授業料月額に休学又は留学の満

月数を乗じ て得た額と する 。  

３  前二項の規定によ り 授業料を免除し た場合には、 校長は、その生徒の氏名、 在籍する 課

程、 学年、 休学又は留学の事由、休学又は留学の期間及びその額を教育長に報告し なけれ

ばなら ない。  

（ 昭四三教委規則三・ 全改、 昭五一教委規則五・ 昭六三教委規則一・ 一部改正）  

（ 授業料、 受講料免除の手続）  

第五条 第二条の規定によ り 、授業料又は受講料の免除を受けよ う と する 者は、授業料（ 受

講料） 免除願（ 第一号様式） に、 授業料又は受講料の免除を必要と する 事由を証する 書類

を添えて、校長に提出し なければなら ない。ただし 、授業料又は受講料を免除さ れた者が、

同一の免除事由によ り 、 翌学年（ 通信制の課程にあつては、 翌年次） においても 授業料又

は受講料の免除を受けよ う と する 場合にあつては、教育長が定める と こ ろによ り 添付書類

を省略する こ と ができ る 。  

２  校長は、 前項の授業料（ 受講料） 免除願その他の書類を受理し たと き は、 すみやかにそ

の事情を調査し 、授業料又は受講料の免除を必要と 認めた場合には、第三条の規定に基づ

き 教育長が定める 額の授業料又は受講料を免除する 。ただし 、第二条ただし 書の規定に該

当する と き は、授業料（ 受講料） 免除承認申請書（ 第二号様式） に、前項の書類を添えて、

教育長に提出し 、 その承認を得て免除する も のと する 。  

３  前項の規定によ り 授業料又は受講料を免除し た場合（ 前項ただし 書の規定によ り 教育長

の承認を得て免除し た場合を除く 。 ） には、 校長は、 その生徒の氏名、 在籍する 課程、 学

年、 免除の事由、 免除の期間及びその額を教育長に報告し なければなら ない。  

（ 昭四〇教委規則五・ 全改、 昭五一教委規則五・ 平一五教委規則三・ 一部改正）  

第六条 第四条の規定によ り 、授業料の免除を受けよ う と する 者は、授業料免除願（ 第三号

様式） を校長に提出し なければなら ない。  

（ 昭五一教委規則五・ 全改、 平一二教委規則三・ 一部改正）  

（ 入学料等の免除）  

第七条 校長は、次の表の上欄に掲げる 生徒の入学料及び同表下欄に掲げる 授業料又は受講

料の額を免除する こ と ができ る 。  
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一 高等学校の通信制の課程の生徒で、高等学校通信教育規程（ 昭

和三十七年文部省令第三十二号）第十二条第一項の規定によ り 、

高等学校の定時制の課程において一部の科目を履修する 生徒 

授業料の年額の二分の一

以内の額で、 履修する 科

目の単位数に応じ 、 校長

が必要と 認めた額 

二 県内の公立高等学校の定時制の課程の生徒で、 高等学校通信

教育規程第十二条第二項の規定によ り 、 高等学校の通信制の課

程において一部の科目を履修する 生徒 

履修する 科目の単位数に

応じ 、 校長が必要と 認め

た額 

２  前項の規定によ る 入学料及び授業料又は受講料の免除の手続き については、校長が定め

る 。  

（ 昭四三教委規則三・ 全改、 平一八教委規則四・ 平二二教委規則六・ 一部改正）  

（ 入学料の免除の特例）  

第七条の二 前条の規定によ る ほか、校長は、教育長が定める 特別の事由に該当する と 認め

ら れる 生徒の入学料を免除する こ と ができ る 。  

（ 平二三教委規則三・ 追加）  

（ 授業料の免除事由の消滅）  

第八条 授業料の免除を受けた者が、授業料免除期間内において、免除の事由の全部又は一

部が消滅し たと き は、免除の事由が消滅し た日の翌日から 一週間以内に校長に届け出なけ

ればなら ない。  

２  前項の届出があつた場合においては、校長は、第三条に規定する 授業料免除期間を変更

し なければなら ない。  

３  第一項の届出を怠つたと き は、校長は、当該免除を取消し 、 又は授業料免除期間の変更

を行なう も のと する 。  

４  前二項の規定によ り 、授業料の免除を取消し 、又は授業料免除期間を変更し た場合には

校長は、 すみやかに教育長に報告し なければなら ない。  

（ 昭四〇教委規則五・ 全改）  

（ 施行事項）  

第九条 こ の規則に定める も ののほか、こ の規則の施行に関し 必要な事項は、教育長が定め

る 。  

（ 昭五一教委規則五・ 旧第十条繰上）  

附 則 

１  こ の規則は、 公布の日から 施行し 、 昭和三十六年四月一日から 適用する 。  
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２  青森県立高等学校授業料免除に関する 規則（ 昭和三十一年六月青森県教育委員会規則第

八号） は、 廃止する 。  

附 則（ 昭和三九年教委規則第四号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四〇年教委規則第五号）  

１  こ の規則は、 公布の日から 施行し 、 昭和四十年四月一日から 適用する 。  

２  授業料の免除を受けよ う と する 者又は校長が、こ の規則の適用の日から 、こ の規則の公

布の日ま でに、改正前の規定によ り 行なつた当該免除の手続き は、こ の規則の相当規定に

よ る 手続き と みなす。  

附 則（ 昭和四二年教委規則第五号）  

こ の規則は、 昭和四十二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四三年教委規則第三号）  

こ の規則は、 昭和四十三年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五一年教委規則第五号）  

こ の規則は、 昭和五十一年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和六三年教委規則第一号）  

こ の規則は、 昭和六十三年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成六年教委規則第一〇号）  

１  こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

２  こ の規則によ る 改正前の様式によ り 調製し た用紙で現に残っている も のは、 当分の間、

こ れを使用する こ と ができ る 。  

附 則（ 平成一二年教委規則第三号）  

こ の規則は、 平成十二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一五年教委規則第三号）  

こ の規則は、 平成十五年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一八年教委規則第四号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成二二年教委規則第六号）  

こ の規則は、 平成二十二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二三年教委規則第三号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  
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附 則（ 平成二四年教委規則第四号）  

こ の規則は、 平成二十四年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 令和元年教委規則第一号）  

１  こ の規則は、 令和元年七月一日から 施行する 。  

２  こ の規則によ る 改正前の様式によ り 調製し た用紙で現に残っている も のは、 当分の間、

こ れを使用する こ と ができ る 。  

附 則（ 令和四年教委規則第五号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  



6/9 

 



7/9 

 



8/9 

 



9/9 

第１ 号様式 

（ 昭40教委規則５ ・ 全改、 平６ 教委規則10・ 平12教委規則３ ・ 平15教委規則３ ・

平22教委規則６ ・ 令元教委規則１ ・ 令４ 教委規則５ ・ 一部改正）  

第２ 号様式（ 第５ 条関係）  

（ 昭51教委規則５ ・ 全改、 平６ 教委規則10・ 平22教委規則６ ・ 令元教委規則１ ・

令４ 教委規則５ ・ 一部改正）  

第３ 号様式（ 第６ 条関係）  

（ 昭51教委規則５ ・ 全改、 昭63教委規則１ ・ 平６ 教委規則10・ 平12教委規則３ ・

平15教委規則３ ・ 平22教委規則６ ・ 令元教委規則１ ・ 令４ 教委規則５ ・ 一部改正） 
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○青森県知事の権限に属する 事務の一部を委員会等に委任し 、及び補助執行さ せる 規

則 

昭和三十九年八月一日 

青森県規則第七十三号 

青森県知事の権限に属する 事務の一部を委員会等に委任し 、及び補助執行さ せる 規則をこ

こ に公布する 。  

青森県知事の権限に属する 事務の一部を委員会等に委任し 、及び補助執行さ せる 規則 

青森県知事の権限に属する 事務の一部を委員会等に委任し 、及び補助執行さ せる 規則（ 昭

和三十六年四月青森県規則第三十八号） の全部を改正する 。  

目次 

第一章 総則（ 第一条）  

第二章 委任（ 第二条―第八条）  

第三章 補助執行（ 第九条―第十五条）  

第四章 補則（ 第十六条・ 第十七条）  

附則 

第一章 総則 

（ 趣旨）  

第一条 こ の規則は、 別に定めのある も のを除く ほか、地方自治法（ 昭和二十二年法律第六

十七号。 以下「 法」 と いう 。 ） 第百八十条の二の規定に基づき 、 知事の権限に属する 事務

の一部を委員会、 委員会の委員長（ 教育委員会にあつては、 教育長） 、 委員及びこ れら の

執行機関の事務を補助する 職員及びこ れら の執行機関の管理に属する 機関の職員に委任

し 、並びにこ れら の執行機関の事務を補助する 職員及びこ れら の執行機関の管理に属する

機関の職員の補助執行さ せる こ と について定める も のと する 。  

（ 平二七規則一六・ 一部改正）  

第二章 委任 

（ 教育委員会に対する 委任）  

第二条 教育委員会の所掌する 事務に係る 使用料及び手数料の徴収及び減免並びに使用料

金の減免の承認に関する 事務は、 教育委員会に委任する 。  

２  青森県職員の互助団体に関する 条例（ 昭和四十年三月青森県条例第三十三号） の施行に

関する 次の各号に掲げる 事務で、教職員をも つて構成する 互助団体に係る も のは、教育委

員会に委任する 。  
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一 第三条第一項の規定によ る 互助団体の承認に関する 事務 

二 第三条第三項の規定によ る 規約の変更及び解散の承認に関する 事務 

三 第五条の規定によ る 互助団体の監督に関する 事務 

３  青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例（ 昭和五十年三月青森県

条例第一号） の施行に関する 事務は、 教育委員会に委任する 。  

４  青森県教育委員会教育長の勤務時間等に関する 条例（ 平成二十七年三月青森県条例第三

号） の施行に関する 事務は、 教育委員会に委任する 。  

５  教育公務員特例法（ 昭和二十四年法律第一号） 附則第五条第一項及び第六条第一項の規

定によ る 幼保連携型認定こ ども 園の教諭等に対する 研修に関する 事務は、教育委員会に委

任する 。  

（ 昭四〇規則八〇・ 昭五〇規則六・ 昭五八規則二〇・ 平一七規則三三・ 平二二規則

二七・ 平二四規則一五・ 平二六規則一九・ 平二七規則一六・ 平二九規則一六・ 令三

規則九・ 一部改正）  

（ 労働委員会に対する 委任）  

第二条の二 労働条件に関する 事項についての個々の労働者と 事業主と の間の紛争に係る

あつせんに関する 事務は、 労働委員会に委任する 。  

（ 平一三規則七九・ 追加、 平一六規則七〇・ 一部改正）  

（ 教育長に対する 委任）  

第三条 次に掲げる 事務で、 教育委員会の所掌する 事務に係る も のは、 教育長に委任する 。

ただし 、 教育長が知事に建築物の建築及びこ れに附帯する 施設の工事（ 以下「 建築工事」

と いう 。 ） の実施を委託し た場合において知事が当該委託建築工事の実施に要する 旅費、

需用費、役務費及び備品購入費に係る 第一号、 第三号、第六号及び第十号に掲げる 事務を

除く 。  

一 別表第一及び別表第二に掲げる 費目に係る 支出負担行為に関する 事務（ 報酬、 給料、

職員手当等、共済費及び旅費に係る 事務で、電子計算組織によ り 処理さ れる も のその他

の知事が指定する も のを除く 。 ）  

二 税外諸収入金（ 第二条第一項に規定する 使用料及び手数料を除く 。） の徴収に関する

事務（ 公舎入居料及び社会保険料に係る 事務で、電子計算組織によ り 処理さ れる も のそ

の他の知事が指定する も のを除く 。 ）  

三 収入通知、 支出命令及び出納通知に関する 事務 

四 資金の前渡に関する 事務 
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五 公有財産（ 教育財産を除く 。 ） の管理に関する 事務 

六 物品の管理及び処分に関する 事務 

七 物品の寄附の受納に関する 事務 

八 債権の管理に関する 事務 

九 青森県補助金等調査規則（ 昭和三十六年十一月青森県規則第九十九号） に基づく 調査

に関する 事務 

十 証書及び公文書類の保管に関する 事務 

２  児童手当法（ 昭和四十六年法律第七十三号） の施行に関する 事務（ 同法第十七条第一項

の規定によ つて読み替えら れる 同法第八条第一項の規定によ る 児童手当の支給及び同法

附則第二条第四項において準用する 同法第十七条第一項の規定によ つて読み替えら れる

同法第八条第一項の規定によ る 同法附則第二条第一項の給付の支給に関する 事務（ 以下

「 児童手当等支給事務」 と いう 。 ） を除く 。 ） で、 教育委員会の管理に属する 機関（ 知事

が指定する も のに限る 。 ） の職員並びに市町村立学校職員給与負担法（ 昭和二十三年法律

第百三十五号） 第一条及び第二条に規定する 職員（ 第九条第一項第十二号ニにおいて「 県

費負担教職員」 と いう 。 ） に係る も のは、 教育長に委任する 。  

（ 昭四二規則二七・ 昭四二規則三八・ 昭四四規則八三・ 昭四六規則九六・ 昭四九規

則三二・ 昭五一規則七四・ 昭五四規則二三・ 昭五七規則六・ 昭六一規則二九・ 平四

規則二二・ 平一一規則三七・ 平一四規則二五・ 平一七規則三三・ 平一八規則八六・

平一九規則二六・ 平二〇規則七・ 平二一規則二九・ 平二二規則二七・ 平二三規則一

八・ 平二三規則三〇・ 平二四規則三六・ 平二六規則三一・ 一部改正、 平二七規則一

六・ 旧第四条繰上・ 一部改正、 令二規則二〇・ 令四規則四二・ 一部改正）  

（ 代表監査委員に対する 委任）  

第四条 次に掲げる 事務で、監査委員の所掌する 事務に係る も のは、代表監査委員に委任す

る 。  

一 別表第一に掲げる 費目（ 恩給及び退職年金を除く 。） に係る 支出負担行為に関する 事

務（ 報酬、 給料、 職員手当等、 共済費及び旅費に係る 事務で、 電子計算組織によ り 処理

さ れる も のその他の知事が指定する も のを除く 。 ）  

二 税外諸収入金の徴収に関する 事務（ 公舎入居料及び社会保険料に係る 事務で、電子計

算組織によ り 処理さ れる も のその他の知事が指定する も のを除く 。 ）  

三 収入通知、 支出命令及び出納通知に関する 事務 

四 資金の前渡に関する 事務 
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五 物品の管理に関する 事務 

六 証書及び公文書類の保管に関する 事務 

（ 平二七規則一六・ 追加、 令二規則二〇・ 一部改正）  

（ 埋蔵文化財調査センタ ー所長に対する 委任）  

第四条の二 青森県庁舎管理規則（ 昭和四十二年四月青森県規則第十一号） の施行に関する

事務で、埋蔵文化財調査センタ ーの庁舎に係る も のは、埋蔵文化財調査センタ ー所長に委

任する 。  

（ 昭四四規則八三・ 追加、 昭四九規則三二・ 昭五一規則七四・ 昭五四規則三四・ 昭

五五規則三六・ 平三規則一六・ 一部改正）  

（ 選挙管理委員会事務局長に対する 委任）  

第五条 次に掲げる 事務で、選挙管理委員会の所掌する 事務に係る も のは、選挙管理委員会

事務局長に委任する 。  

一 別表第一に掲げる 費目（ 恩給及び退職年金を除く 。） に係る 支出負担行為に関する 事

務（ 報酬、 給料、 職員手当等、 共済費及び旅費に係る 事務で、 電子計算組織によ り 処理

さ れる も のその他の知事が指定する も のを除く 。 ）  

二 税外諸収入金の徴収に関する 事務（ 公舎入居料及び社会保険料に係る 事務で、電子計

算組織によ り 処理さ れる も のその他の知事が指定する も のを除く 。 ）  

三 手数料の減免に関する 事務 

四 収入通知、 支出命令及び出納通知に関する 事務 

五 資金の前渡に関する 事務 

六 公有財産の管理に関する 事務 

七 物品の管理に関する 事務 

八 債権の管理に関する 事務 

九 青森県補助金等調査規則に基づく 調査に関する 事務 

十 証書及び公文書類の保管に関する 事務 

（ 昭四〇規則七三・ 昭四六規則九六・ 昭四九規則三二・ 昭五四規則二三・ 昭五七規

則六・ 昭六一規則二九・ 平一四規則二五・ 平一七規則三三・ 平一九規則二六・ 令二

規則二〇・ 一部改正）  

（ 人事委員会及び労働委員会の事務局長に対する 委任）  

第六条 次に掲げる 事務で、人事委員会及び労働委員会の所掌する 事務に係る も のは、それ

ぞれ、 当該委員会の事務局長に委任する 。  
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一 別表第一に掲げる 費目（ 恩給及び退職年金を除く 。） に係る 支出負担行為に関する 事

務（ 報酬、 給料、 職員手当等、 共済費及び旅費に係る 事務で、 電子計算組織によ り 処理

さ れる も のその他の知事が指定する も のを除く 。 ）  

二 税外諸収入金の徴収に関する 事務（ 公舎入居料及び社会保険料に係る 事務で、電子計

算組織によ り 処理さ れる も のその他の知事が指定する も のを除く 。 ）  

三 手数料の減免に関する 事務 

四 収入通知、 支出命令及び出納通知に関する 事務 

五 資金の前渡に関する 事務 

六 物品の管理に関する 事務 

七 債権の管理に関する 事務 

八 証書及び公文書類の保管に関する 事務 

（ 昭四〇規則七三・ 昭四六規則九六・ 昭四九規則三二・ 昭五四規則二三・ 昭五七規

則六・ 昭六一規則二九・ 平一四規則二五・ 平一六規則七〇・ 平一七規則三三・ 平一

九規則二六・ 令二規則二〇・ 一部改正）  

（ 警察本部長に対する 委任）  

第七条 次の各号に掲げる 事務で、 公安委員会及び警察本部の所掌する 事務に係る も のは、

警察本部長に委任する 。ただし 、警察本部長が知事に建築工事の実施を委託し た場合にお

いて知事が当該委託建築工事の実施に要する 旅費、需用費、役務費及び備品購入費に係る

第一号、 第四号、 第八号及び第十一号に掲げる 事務を除く 。  

一 別表第一及び別表第二に掲げる 費目に係る 支出負担行為に関する 事務（ 報酬、 給料、

職員手当等及び共済費に係る 事務で、電子計算組織によ り 処理さ れる も のその他の知事

が指定する も のを除く 。 ）  

二 税外諸収入金（ 電子計算組織によ り 処理さ れる 公舎入居料（ 警視正以上の階級にある

警察官以外の者に係る も のに限る 。 ） 及び雇用保険料を除く 。 ） の徴収に関する 事務 

三 使用料及び手数料の減免に関する 事務 

四 収入通知、 支出命令及び出納通知に関する 事務（ 児童手当等支給事務を除く 。 ）  

五 公所に対する 予算の令達に関する 事務 

六 資金の前渡に関する 事務 

七 公有財産の管理に関する 事務 

八 物品の管理及び処分に関する 事務 

九 債権の管理に関する 事務 



6/21 

十 青森県補助金等調査規則に基づく 調査に関する 事務 

十一 証書及び公文書類の保管に関する 事務 

２  青森県職員の互助団体に関する 条例の施行に関する 次の各号に掲げる 事務で、警察職員

をも つて構成する 互助団体に係る も のは、 警察本部長に委任する 。  

一 第三条第一項の規定によ る 互助団体の承認に関する 事務 

二 第三条第三項の規定によ る 規約の変更及び解散の承認に関する 事務 

三 第五条の規定によ る 互助団体の監督に関する 事務 

３  青森県庁舎管理規則の施行に関する 事務で、公安委員会及び警察本部の庁舎に係る も の

は、 警察本部長に委任する 。  

４  児童手当法の施行に関する 事務（ 児童手当等支給事務で、電子計算組織によ り 処理さ れ

る も のその他の知事が指定する も のを除く 。 ） で、 警察職員（ 警視正以上の階級にある 警

察官を除く 。 ） に係る も のは、 警察本部長に委任する 。  

（ 昭四〇規則八〇・ 昭四二規則三八・ 昭四四規則八三・ 昭四六規則九六・ 昭四九規

則三二・ 昭五四規則二三・ 昭五七規則六・ 昭六一規則二九・ 平一四規則二五・ 平一

七規則三三・ 平二二規則二七・ 平二三規則一八・ 平二三規則三〇・ 令二規則二〇・

令三規則九・ 令四規則五三・ 一部改正）  

（ 警察署長に対する 委任）  

第八条 次の各号に掲げる 事務で、警察署長の処理する 事務に係る も のは、当該警察署長に

委任する 。  

一 別表第一及び別表第二に掲げる 費目（ 報酬（ 警察職員に係る も のに限る 。 ） 、 給料、

職員手当等、 共済費及び恩給及び退職年金並びに公有財産購入費を除く 。 ） に係る 支出

負担行為に関する 事務 

二 税外諸収入金（ 電子計算組織によ り 処理さ れる 公舎入居料及び雇用保険料を除く 。 ）

の徴収に関する 事務 

三 手数料の減免に関する 事務 

四 収入通知、 支出命令及び出納通知に関する 事務 

五 物品の管理及び処分に関する 事務 

六 債権の管理に関する 事務 

七 証書及び公文書類の保管に関する 事務 

２  青森県庁舎管理規則の施行に関する 事務で、警察署の庁舎（ 派出所及び駐在所の庁舎を

含む。 ） に係る も のは、 当該警察署長に委任する 。  
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（ 昭四〇規則七三・ 昭四四規則八三・ 昭四八規則五九・ 昭四九規則三二・ 昭五七規

則六・ 平一四規則二五・ 平一七規則三三・ 令二規則二〇・ 令三規則九・ 令四規則五

三・ 一部改正）  

第三章 補助執行 

（ 教育次長の補助執行）  

第九条 教育委員会の所掌する 事務に係る 事業を目的と する 公益法人及び移行法人に関す

る 事務、総合教育会議に関する 事務、 青森県総合運動公園（ 運動施設区域及び遺跡区域に

限る 。 ） 及び新青森県総合運動公園の管理に関する 事務、 青森県営ス ケート 場条例（ 昭和

六十年三月青森県条例第一号）第七条第二項の使用料金の額の決定及び変更の承認に関す

る 事務並びに別表のス ケート 靴（ イ ンラ イ ンス ケート に係る も のを含む。 ） 、 ロ ツカー、

食堂施設及び売店施設の使用料の額の決定に関する 事務、青森県総合社会教育センタ ー条

例（ 平成元年三月青森県条例第五号） 別表の食堂施設の使用料の額の決定に関する 事務、

青森県武道館条例（ 平成十二年三月青森県条例第九十三号） 第七条第二項の使用料金の額

の決定及び変更の承認に関する 事務並びに別表の食堂施設の使用料の額の決定に関する

事務、青森県総合学校教育センタ ー条例（ 平成十年三月青森県条例第四号） 第四条第一項

の使用料の額の決定に関する 事務、青森県立郷土館条例（ 昭和四十八年三月青森県条例第

四号） 別表の特定期間の決定及び特別展の観覧に係る 使用料の額の決定に関する 事務、青

森県三内丸山遺跡センタ ー条例（ 平成三十年三月青森県条例第二号） 別表の特別の展示の

観覧に係る 使用料の額の決定に関する 事務並びに次に掲げる 事務で教育委員会の所掌す

る 事務に係る も のは、教育次長に補助執行さ せる 。こ の場合において需用費及び備品購入

費に係る 第一号の事務については、第三条第一項各号列記以外の部分のただし 書の規定を

準用する 。  

一 第三条第一項第一号の規定によ る 事務以外の支出負担行為に関する 事務（ 第三条第一

項各号列記以外の部分のただし 書に規定する 事務、青森県財務規則（ 昭和三十九年三月

青森県規則第十号） 第二百七十一条第二項に規定する 集中調達物品の購入（ 交換の方法

によ る 取得を含む。 以下「 集中調達物品の購入」 と いう 。 ） に係る 事務並びに報酬、 給

料、 職員手当等、 共済費及び旅費に係る 事務を除く 。 ）  

二 国庫支出金の交付申請に関する 事務 

三 県議会の議案の作成に関する 事務 

四 第三条第一項第七号の規定によ る 事務以外の寄附の受納に関する 事務 

五 公有財産の交換及び処分に関する 事務 
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六 公有財産の登記及び登録に関する 事務 

七 基金の管理に関する 事務 

八 法第二百四十三条の二の八に規定する 職員の賠償責任（ 以下「 職員の賠償責任」 と い

う 。 ） に関する 事務 

九 恩給の裁定及び恩給年額の改定に関する 事務 

十 損害賠償に関する 事務 

十一 埋蔵文化財の発掘業務の受託に関する 事務 

十二 青森県財務規則第三百三十九条の規定によ る 前渡資金の証拠書類の確認及び受理

に関する 事務（ 報酬、 給料、 職員手当等及び共済費に係る 事務で、 次に掲げる 者に係る

も のに限る 。 ） （ 知事が指定する も のを除く 。 ）  

イ  教育事務所（ 東青教育事務所を除く 。 ） の職員 

ロ  埋蔵文化財調査センタ ーの職員 

ハ 教育委員会の管理に属する 機関の職員 

ニ 県費負担教職員 

十三 褒章条例取扱手続（ 明治二十七年閣令第一号） の施行に関する 事務 

２  青森県庁舎管理規則の施行に関する 次の各号に掲げる 事務で、教育委員会が専ら 使用す

る 部分（ 教育事務所及び埋蔵文化財調査センタ ーが使用する も のを除く 。）に係る も のは、

教育次長に補助執行さ せる 。  

一 第五条の規定によ る 立入り の制限等に関する 事務 

二 第八条の規定によ る 退去及び撤去の命令（ 第三条及び第五条の規定に係る も のに限

る 。 ） に関する 事務 

（ 昭四〇規則七三・ 昭四二規則三八・ 昭四四規則八三・ 昭四五規則二一・ 昭四九規

則三二・ 昭五一規則七四・ 昭五三規則六九・ 昭五五規則三六・ 昭六〇規則六六・ 平

元規則一八・ 平三規則一六・ 平五規則五八・ 平七規則七〇・ 平九規則三六・ 平一一

規則三七・ 平一二規則一五五・ 平一三規則四六・ 平一五規則七・ 平一六規則一三・

平一七規則三三・ 平一八規則二八・ 平一八規則八六・ 平一九規則二六・ 平二二規則

二七・ 平二三規則一一・ 平二六規則一九・ 平二七規則一六・ 平三〇規則一九・ 平三

一規則二五・ 令二規則二〇・ 令六規則一四・ 一部改正）  

（ 教育事務所長の補助執行）  

第九条の二 青森県庁舎管理規則の施行に関する 次の各号に掲げる 事務で、教育事務所が専

ら 使用する 部分に係る も のは、 当該教育事務所の所長にそれぞれ補助執行さ せる 。  
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一 第五条の規定によ る 立入り の制限等に関する 事務 

二 第八条の規定によ る 退去及び撤去の命令（ 第三条及び第五条の規定に係る も のに限

る 。 ） に関する 事務 

（ 昭四四規則八三・ 追加、 昭四五規則七〇・ 昭四九規則三二・ 昭五一規則七四・ 昭

五四規則三四・ 平三規則一六・ 一部改正）  

（ 選挙管理委員会事務局長の補助執行）  

第十条 青森県政治資金に係る 収支報告書等写し 交付手数料等徴収条例（ 平成二十年十二月

青森県条例第六十九号）第三条ただし 書の手数料の納入方法に係る 認定に関する 事務及び

次に掲げる 事務で選挙管理委員会の所掌する 事務に係る も のは、選挙管理委員会事務局長

に補助執行さ せる 。  

一 第五条第一号に規定する 事務以外の支出負担行為（ 集中調達物品の購入に係る も の並

びに報酬、 給料、 職員手当等、 共済費及び旅費に係る も のを除く 。 ） に関する 事務 

二 国庫支出金の交付申請に関する 事務 

三 県議会の議案の作成に関する 事務 

四 職員の賠償責任に関する 事務 

五 損害賠償に関する 事務 

２  青森県庁舎管理規則の施行に関する 次の各号に掲げる 事務で、選挙管理委員会がも つぱ

ら 使用する 部分に係る も のは、 選挙管理委員会事務局長に補助執行さ せる 。  

一 第五条の規定によ る 立入り の制限等に関する 事務 

二 第八条の規定によ る 退去及び撤去の命令（ 第三条及び第五条の規定に係る も のに限

る 。 ） に関する 事務 

（ 昭四二規則二七・ 昭四四規則八三・ 昭四九規則三二・ 平一九規則二六・ 平二〇規

則五四・ 平二三規則一一・ 令二規則二〇・ 一部改正）  

（ 人事委員会事務局長の補助執行）  

第十一条 次に掲げる 事務で、人事委員会の所掌する 事務に係る も のは、人事委員会事務局

長に補助執行さ せる 。  

一 第六条第一号に規定する 事務以外の支出負担行為（ 集中調達物品の購入に係る も の並

びに報酬、 給料、 職員手当等、 共済費及び旅費に係る も のを除く 。 ） に関する 事務 

二 県議会の議案の作成に関する 事務 

三 議員の賠償責任に関する 事務 

四 損害賠償に関する 事務 
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２  青森県庁舎管理規則の施行に関する 次の各号に掲げる 事務で、人事委員会がも つぱら 使

用する 部分に係る も のは、 人事委員会事務局長に補助執行さ せる 。  

一 第五条の規定によ る 立入り の制限等に関する 事務 

二 第八条の規定によ る 退去及び撤去の命令（ 第三条及び第五条の規定に係る も のに限

る 。 ） に関する 事務 

（ 昭四二規則二七・ 昭四四規則八三・ 平一九規則二六・ 平二三規則一一・ 令二規則

二〇・ 一部改正）  

（ 労働委員会事務局長の補助執行）  

第十二条 労働争議の実情調査の受託に関する 事務及び次の各号に掲げる 事務で、労働委員

会の所掌する 事務に係る も のは、 労働委員会事務局長に補助執行さ せる 。  

一 第六条第一号に規定する 事務以外の支出負担行為（ 集中調達物品の購入に係る も の並

びに報酬、 給料、 職員手当等、 共済費及び旅費に係る も のを除く 。 ） に関する 事務 

二 国庫支出金の交付申請に関する 事務 

三 職員の賠償責任に関する 事務 

四 職務に専念する 義務の特例（ 昭和二十七年三月人事委員会規則一二―一） 第二条第一

号から 第七号ま でに規定する 事項に係る 承認に関する 事務 

五 管理職員特別勤務手当（ 平成三年十二月人事委員会規則七―一六二） 第三条の規定に

よ る 管理職員特別勤務実績簿等の作成及び保管に関する 事務 

六 損害賠償に関する 事務 

２  青森県庁舎管理規則の施行に関する 次の各号に掲げる 事務で、労働委員会がも つぱら 使

用する 部分に係る も のは、 労働委員会事務局長に補助執行さ せる 。  

一 第五条の規定によ る 立入り の制限等に関する 事務 

二 第八条の規定によ る 退去及び撤去の命令（ 第三条及び第五条の規定に係る も のに限

る 。 ） に関する 事務 

（ 昭四四規則八三・ 昭四九規則三二・ 平二規則一三・ 平四規則二二・ 平一六規則七

〇・ 平一九規則二六・ 平二三規則一一・ 令二規則二〇・ 一部改正）  

（ 警察本部長の補助執行）  

第十三条 国家公安委員会所管に係る 褒章条例取扱手続の施行に関する 事務、国家公安委員

会の所管事項に係る 事業を目的と する 公益法人、移行法人及び公益信託に関する 事務、当

該業種に属する 事業が国家公安委員会の所管事項に係る も のに係る 労働時間等の設定の

改善に関する 特別措置法（ 平成四年法律第九十号） の施行に関する 事務並びに次に掲げる
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事務で、公安委員会及び警察本部の所掌する 事務に係る も のは、警察本部長に補助執行さ

せる 。こ の場合において、需用費及び備品購入費に係る 第一号の事務については、第七条

第一項各号列記以外の部分のただし 書の規定を準用する 。  

一 第七条第一項第一号の規定によ る 事務並びに報酬、給料、職員手当等及び共済費に係

る 事務以外の支出負担行為に関する 事務（ 第七条第一項各号列記以外の部分のただし 書

に規定する 事務、 集中調達物品の購入に係る 事務を除く 。 ）  

二 国庫支出金の交付申請に関する 事務 

三 県議会の議案の作成に関する 事務 

四 寄附の受納に関する 事務 

五 公有財産の交換及び処分に関する 事務 

六 公有財産の登記及び登録に関する 事務 

七 職員の賠償責任に関する 事務 

八 恩給の裁定及び恩給年額の改定に関する 事務 

九 損害賠償に関する 事務 

十 青森県財務規則第三百三十九条の規定によ る 前渡資金の証拠書類の確認及び受理に

関する 事務（ 報酬、 給料、 職員手当等及び共済費に係る 事務で、 第七条第一項第一号の

規定によ り 指定さ れた事務に係る も のに限る 。 ）  

（ 昭四〇規則七三・ 昭四二規則三八・ 昭四四規則八三・ 昭四五規則二一・ 昭四九規

則三二・ 昭四〇規則五・ 平五規則一九・ 平八規則四八・ 平一八規則二八・ 平一九規

則二六・ 平二一規則二九・ 平二三規則一一・ 平二七規則一六・ 令二規則二〇・ 令四

規則五三・ 一部改正）  

（ 海区漁業調整委員会事務局長の補助執行）  

第十四条 次に掲げる 事務で、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の所掌する 事

務に係る も のは、 海区漁業調整委員会事務局長に補助執行さ せる 。  

一 支出負担行為に関する 事務（ 次に掲げる 事務を除く 。 ）  

イ  報酬、 給料、 職員手当等、 共済費及び旅費に係る 事務で、 電子計算組織によ り 処理

さ れる も のその他の知事が指定する も の 

ロ  需用費、 役務費、 使用料及び賃借料に係る 事務 

二 公文書類の保管に関する 事務 

三 損害賠償に関する 事務 

２  青森県庁舎管理規則の施行に関する 次の各号に掲げる 事務で、海区漁業調整委員会がも
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つぱら 使用する 部分に係る も のは、 海区漁業調整委員会事務局長に補助施行さ せる 。  

一 第五条の規定によ る 立入り の制限等に関する 事務 

二 第八条の規定によ る 退去及び撤去の命令（ 第三条及び第五条の規定に係る も のに限

る 。 ） に関する 事務 

（ 昭四二規則二七・ 昭四四規則八三・ 昭四六規則九六・ 昭四九規則三二・ 昭五四規

則二三・ 昭六一規則二九・ 平一四規則二五・ 平一五規則七・ 平一九規則二六・ 令二

規則二〇・ 一部改正）  

（ 監査委員事務局長の補助執行）  

第十五条 次に掲げる 事務で、監査委員の所掌する 事務に係る も のは、監査委員事務局長に

補助執行さ せる 。  

一 第四条第一号に規定する 事務以外の支出負担行為（ 集中調達物品の購入に係る も の並

びに報酬、 給料、 職員手当等、 共済費及び旅費に係る も のを除く 。 ） に関する 事務 

二 県議会の議案の作成に関する 事務 

三 損害賠償に関する 事務 

２  青森県庁舎管理規則の施行に関する 次の各号に掲げる 事務で、監査委員がも つぱら 使用

する 部分に係る も のは、 監査委員事務局長に補助施行さ せる 。  

一 第五条の規定によ る 立入り の制限等に関する 事務 

二 第八条の規定によ る 退去及び撤去の命令（ 第三条及び第五条の規定に係る も のに限

る 。 ） に関する 事務 

（ 昭四二規則二七・ 昭四四規則八三・ 昭四九規則三二・ 平一九規則二六・ 平二三規

則一一・ 平二七規則一六・ 令二規則二〇・ 一部改正）  

第四章 補則 

（ 臨時の委任及び補助執行）  

第十六条 知事は、必要がある と 認める と き は、前二章の規定によ り 委任し 、及び補助執行

さ せた事務以外の事務について、 委員会、 委員会の委員長（ 教育委員会にあつては、 教育

長） 、委員若し く はこ れら の執行機関の事務を補助する 職員若し く はこ れら の執行機関の

管理に属する 機関の職員に臨時に委任し 、又はこ れら の執行機関の事務を補助する 職員若

し く はこ れら の執行機関の管理に属する 機関の職員に臨時に補助執行さ せる こ と がある 。 

（ 平二七規則一六・ 一部改正）  

（ 補助執行に係る 専決及び合議）  

第十七条 前章の規定によ り 事務の補助執行を命ぜら れた職員（ 以下「 補助執行職員」 と い
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う 。 ） は、 当該補助執行に係る 事務を専決する こ と ができ る 。 ただし 、 次の各号に掲げる

も のを除く 。  

一 寄附又は譲与によ る 公有財産の取得に関する 事務 

二 県議会の議案の作成に関する 事務 

三 重要又は異例に属する 事務 

四 その他知事が指定し た事務 

２  補助執行職員は、前項の規定によ り 専決する こ と ができ る 事務について、その所属する

職員に専決又は代決さ せる こ と ができ る 。  

３  補助執行職員は、 別に定めのある も のを除く ほか、当該補助執行に係る 事務で、重要な

も の又は統一的な処理を必要と する も のについては、知事部局の関係部課長又は会計管理

者に合議し なければなら ない。  

４  前項の規定によ り 補助執行職員が合議し なければなら ない事務及び部課長を例示する

と おおむね別表第三のと おり である 。  

（ 昭四四規則八三・ 平一三規則四六・ 平一九規則二六・ 平一九規則六六・ 一部改正） 

附 則 

１  こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

２  青森県会計規則の廃止等に伴う 教育委員会教育長等に対する 知事の権限の一部の委任

に関する 規則（ 昭和三十九年四月青森県規則第二十五号） は、 廃止する 。  

３  青森県知事の権限に属する 事務の一部を議会事務局長に委任する 規則（ 昭和三十九年四

月青森県規則第二十七号） の一部を次のよ う に改正する 。  

〔 次のよ う 〕 略 

附 則（ 昭和四〇年規則第七三号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四〇年規則第八〇号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四二年規則第二七号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四二年規則第三八号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四四年規則第八三号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  
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附 則（ 昭和四五年規則第二一号）  

こ の規則は、 昭和四十五年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四五年規則第七〇号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四六年規則第九六号）  

こ の規則は、 昭和四十七年一月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四八年規則第五九号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和四九年規則第三二号）  

１  こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

２  改正後の青森県知事の権限に属する 事務の一部を委員会等に委任し 、及び補助執行さ せ

る 規則の規定中支出負担行為及び税外諸収入金の徴収に係る 部分は、昭和四十九年度分の

会計に属する 支出及び徴収に係る 事務から 適用する 。  

附 則（ 昭和五〇年規則第六号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五一年規則第七四号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五三年規則第六九号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五四年規則第二三号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五四年規則第三四号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五五年規則第三六号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五七年規則第六号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和五八年規則第二〇号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 昭和六〇年規則第五号）  

こ の規則は、 昭和六十年四月一日から 施行する 。  
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附 則（ 昭和六〇年規則第六六号）  

こ の規則は、 昭和六十年十一月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和六一年規則第二九号） 抄 

こ の規則は、 昭和六十一年六月一日から 施行する 。  

附 則（ 昭和六三年規則第一二号） 抄 

（ 施行期日）  

１  こ の規則は、 昭和六十三年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成元年規則第一八号）  

こ の規則は、 平成元年七月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二年規則第一三号）  

こ の規則は、 平成二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成三年規則第一六号）  

こ の規則は、 平成三年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成四年規則第二二号）  

こ の規則は、 平成四年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成五年規則第一九号）  

こ の規則は、 平成五年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成五年規則第五八号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成七年規則第七〇号）  

こ の規則は、 平成七年十月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成八年規則第四八号）  

こ の規則は、 平成八年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成九年規則第三六号）  

こ の規則は、 平成九年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一一年規則第三七号）  

こ の規則は、 平成十一年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一二年規則第一五五号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成一三年規則第四六号）  

こ の規則は、 平成十三年四月一日から 施行する 。  
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附 則（ 平成一三年規則第七九号）  

こ の規則は、 平成十三年十月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一四年規則第二五号）  

こ の規則は、 平成十四年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一五年規則第七号）  

こ の規則は、 平成十五年四月一日から 施行する 。 ただし 、 第九条第一項の改正規定（ 青森

県総合学校教育センタ ー条例（ 平成十年三月青森県条例第四号） 第四条第一項の使用料の額

の決定に関する 事務に係る 部分に限る 。 ） は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成一六年規則第一三号）  

こ の規則は、 平成十六年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一六年規則第七〇号）  

こ の規則は、 平成十七年一月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一七年規則第三三号）  

こ の規則は、 平成十七年四月一日から 施行する 。ただし 、 第二条第一項の改正規定は青森

県営スケート 場条例の一部を改正する 条例（ 平成十七年三月青森県条例第五十号） の施行の

日（ 以下「 スケート 場条例改正条例の施行日」 と いう 。 ） 又は青森県武道館条例の一部を改

正する 条例（ 平成十七年三月青森県条例第五十一号） の施行の日（ 以下「 武道館条例改正条

例の施行日」 と いう 。 ） のう ちいずれか早い日から 、 第九条第一項の改正規定（ 「 青森県条

例第一号） 」 の下に「 第七条第二項の使用料金の額の決定及び変更の承認に関する 事務並び

に」 を加える 部分に限る 。 ） はス ケート 場条例改正条例の施行日から 、 第九条第一項の改正

規定（ 「 青森県条例第九十三号） 」 の下に「 第七条第二項の使用料金の額の決定及び変更の

承認に関する 事務並びに」 を加える 部分に限る 。 ） は武道館条例改正条例の施行日から 施行

する 。  

附 則（ 平成一八年規則第二八号）  

こ の規則は、 平成十八年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一八年規則第八六号）  

こ の規則は、 平成十八年十月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一九年規則第二六号）  

こ の規則は、 平成十九年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成一九年規則第六六号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  
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附 則（ 平成二〇年規則第七号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成二〇年規則第五四号）  

こ の規則は、 平成二十一年一月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二一年規則第二九号）  

こ の規則は、 平成二十一年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二二年規則第二七号）  

こ の規則は、 平成二十二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二三年規則第一一号） 抄 

（ 施行期日）  

１  こ の規則は、 平成二十三年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二三年規則第一八号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成二三年規則第三〇号）  

こ の規則は、 平成二十三年十月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二四年規則第一五号）  

こ の規則は、 平成二十四年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二四年規則第三六号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成二六年規則第一九号）  

こ の規則は、 平成二十六年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成二六年規則第三一号）  

こ の規則は、 公布の日から 施行する 。  

附 則（ 平成二七年規則第一六号）  

１  こ の規則は、 平成二十七年四月一日から 施行する 。  

２  地方教育行政の組織及び運営に関する 法律の一部を改正する 法律（ 平成二十六年法律第

七十六号） 附則第二条第一項の場合においては、改正後の青森県知事の権限に属する 事務

の一部を委員会等に委任し 、 及び補助執行さ せる 規則第一条、 第二条第四項、 第三条、 第

四条、 第九条、 第十五条、 第十六条及び別表第二の規定は適用せず、 改正前の青森県知事

の権限に属する 事務の一部を委員会等に委任し 、及び補助執行さ せる 規則第一条、第三条、

第四条、 第九条、 第十五条、 第十六条及び別表第二の規定は、 なおその効力を有する 。 こ
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の場合において、 同規則第九条第一項中「 青森県総合運動公園（ 」 と ある のは、 「 教育委

員会の所掌する 事務に係る 事業を目的と する 公益法人及び移行法人に関する 事務、総合教

育会議に関する 事務、 青森県総合運動公園（ 」 と する 。  

附 則（ 平成二九年規則第一六号）  

こ の規則は、 平成二十九年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成三〇年規則第一九号）  

こ の規則は、 平成三十年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 平成三一年規則第二五号）  

こ の規則は、 平成三十一年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 令和二年規則第二〇号）  

こ の規則は、 令和二年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 令和三年規則第九号）  

こ の規則は、 令和三年四月一日から 施行する 。  

附 則（ 令和四年規則第四二号）  

こ の規則は、 令和四年六月一日から 施行する 。  

附 則（ 令和四年規則第五三号）  

こ の規則は、 令和四年十月一日から 施行する 。  

附 則（ 令和六年規則第一四号）  

こ の規則は、 令和六年四月一日から 施行する 。  

別表第一（ 第三条、 第四条、 第五条、 第六条、 第七条、 第八条関係）  

（ 昭四六規則九六・ 昭五一規則七四・ 昭五八規則二〇・ 平四規則二二・ 平一五規則

七・ 平二三規則一一・ 令二規則二〇・ 一部改正）  

（ 集中調達物品の購入に係る も のを除く 。 ）  

一 報酬 

二 給料 

三 職員手当等 

四 共済費 

五 災害補償費 

六 恩給及び退職年金 

七 報償費 

八 旅費 
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九 交際費 

十 需用費（ 消耗品費のう ち、 一件の予定価額が三百万円を超える も のを除く 。 ）  

十一 役務費 

十二 委託料 

十三 使用料及び賃借料 

十四 原材料費 

十五 負担費、 補助及び交付金 

十六 補償、 補填及び賠償金 

十七 公課費 

別表第二（ 第三条、 第七条、 第八条関係）  

（ 昭四四規則八三・ 昭五一規則七四・ 昭五八規則二〇・ 平四規則二二・ 平一五規則

七・ 平二三規則一一・ 平二七規則一六・ 一部改正）  

（ 集中調達物品の購入に係る も のを除く 。 ）  

一 工事請負費（ 一件の予定価格が千八百万円（ 警察署長については、 二百万円） を超え

る も のを除く 。 ）  

二 公有財産購入費（ 一件の予定価格が千二百万円を超える も のを除く 。 ）  

三 備品購入費（ 一件の予定価格が二千五百万円を超える も のを除く 。 ）  

四 扶助費 

五 貸付金 

六 投資及び出資金 

別表第三（ 第十七条関係）  

（ 昭四四規則八三・ 追加、 昭四五規則二一・ 昭四九規則三二・ 昭五一規則七四・ 昭

六三規則一二・ 平一三規則四六・ 平一五規則七・ 平一九規則二六・ 平二六規則一九・

令二規則二〇・ 令六規則一四・ 一部改正）  

合議をし なければなら ない事務 合議をし なけれ

ばなら ない部課

長 

支出負担行為に関

する 事務 

一 年度開始前の契約の準備行為に関する 事務 

二 工事請負費及び公有財産購入費でその財源の全部

又は一部に県債を充当し ている も のに係る 支出負担

行為に関する 事務 

財政課長 

財務部長 
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一 公有財産購入費に係る 支出負担行為に関する 事務 財産管理課長 

財務部長 

一 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の

所掌する 事務に係る 支出負担行為に関する 事務 

水産振興課長 

一 支出負担行為に係る 訴訟に関する 事務 総務文書課長 

総務部長 

国庫支出金の交付

申請に関する 事務 

一 予算に計上さ れていない国庫支出金及び計上予算

額を超える 国庫支出金の交付申請に関する 事務 

財政課長 

財務部長 

県議会の議案の作

成に関する 事務 

一 県議会の議案の作成に関する 事務 財政課長 

総務文書課長 

財務部長 

総務部長 

寄附の受納に関す

る 事務 

一 寄附金の受納に関する 事務 財政課長 

財務部長 

一 法第二百三十八条第一項各号に掲げる 財産の寄附

の受納に関する 事務 

財産管理課長 

財務部長 

公有財産の交換及

び処分に関する 事

務 

一 公有財産の交換及び処分に関する 事務 財産管理課長 

財務部長 

一 公有財産の交換でその差額を金銭で補足する も の

に関する 事務 

財政課長 

財務部長 

一 公有財産の交換及び処分に係る 訴訟に関する 事務 財産管理課長 

総務文書課長 

財務部長 

総務部長 

職員の賠償責任に

関する 事務 

一 職員の賠償責任に関する 事務 人事課長 

総務部長 

一 賠償命令に係る 争訟に関する 事務 総務文書課長 

恩給の裁定及び恩

給年額の改訂に関

する 事務 

一 恩給の裁定に関する 事務 人事課長 

一 恩給の裁定に係る 争訟に関する 事務 人事課長 

総務文書課長 
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総務部長 

損害賠償に関する

事務 

一 損害賠償に係る 和解及び額の決定に関する 事務 財政課長 

総務文書課長 

財務部長 

総務部長 

一 損害賠償に係る 訴訟に関する 事務 総務文書課長 

総務部長 

褒章条例取扱手続

の施行に関する 事

務 

一 褒章条例取扱手続の施行に関する 事務 総務文書課長 

 


